
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

設定なし

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

設定なし

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

－
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

－

－ －

－ －

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

設定なし

法適用　令和2年4月1日

処 理 区 域 内 人 口 密 度 32.1人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 1区(小松島処理区)

処 理 場 数 無

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

未供用
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分

事 業 名 ： 公共下水道事業

小松島市公共下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 小松島市



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

令和2年4月法適化のため経営分析比較表なし。

管理担当　　3名（一般事務）
工務担当　　1名（技師）

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

未供用のため検討していません。

 イ　指定管理者制度 実施していません。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 実施していません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

実施していません。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

実施していません。

事 業 運 営 組 織 全体の総括として課長1名、管理担当が3名、工務担当が1名

職 員 数



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【効率的な事務執行】
　業務の効率化とコスト削減に取り組みます。

【適正な財源の確保】
　利用可能な国庫補助や企業債等の確保に努めます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

【公共下水道事業（汚水）】
　汚水処理整備を行い供用開始を目指す方針ですが、財政状況を確認しながら検討します。

【公共下水道事業（雨水）】
　管渠整備を促進し、老朽化したポンプ場及び管渠については改築更新を行い、施設の長寿命化に取り組みます。

【収益的収入】
　汚水処理整備ができておらず、未供用のため使用料収入がない状況であることから、一般会計繰出金により支出の財源を賄います。

【資本的収入】
　国庫補助等による補助、企業債による借入および一般会計繰出金により支出の財源を賄います。

　職員給与費については、令和２年度決算見込みおよび令和３年度予算と同程度とします。
　施設の維持管理について、老朽化が進んでいる施設は今後も修繕に伴う経費の増加が見込まれますが、計画的な修繕を行うことにより予算の平準化に努めてい
きます。そのため、令和３年度予算と同程度とします。
　



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

動力費に関する事項 雨水ポンプ場の動力費については、運転方法や管理方法の見直しにより経費の削減を検討します。

その他の取組

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

毎年度、計画と実績との乖離がないかの事後検証を行い、必要に応じて見直しを行います。

薬品費に関する事項 汚水処理施設が未供用のため検討していません。

修繕費に関する事項 今後も施設の老朽化状況等を的確に把握し、計画的に修繕を行います。

委託費に関する事項 雨水ポンプ場の運転管理業務等を含む、最低限必要な内容の業務について、適切に委託を行います。

その他の取組 有利な財源措置等があれば活用を検討します。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
民間活力の活用については、今後検討します。

職員給与費に関する事項
事業に対して４名の職員を充てて算定をしておりますが、事業量及び事業内容などの変化に応じて、職
員数の増減について検討します。

その他の取組

使用料の見直しに関する事項 使用料収入がないため検討していません。

資産活用による収入増加
の取組について

資産活用については検討していません。

投資の平準化に関する事項
各施設・設備について、更新の必要性、要する費用等を判断し、計画的に実施していくことで投資の平
準化を図ります。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

管渠整備が主な投資内容であるため検討していません。

広域化・共同化・最適化に関する事項 引き続き、近隣市町村および徳島県と連携を取りながら検討します。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和２年度

区　　　　　　分
決 算
見 込

１． (A) 136,456 112,239 113,464 109,726 105,912 102,011 98,042 93,862 89,677 85,483 81,208
(1)
(2) (B)
(3) 136,456 112,239 113,464 109,726 105,912 102,011 98,042 93,862 89,677 85,483 81,208

２． 333,007 283,436 244,377 239,662 240,450 241,484 242,518 219,787 195,132 187,830 186,678
(1) 32,966 10,960 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,040 660

32,966 7,960 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 2,040 660
3,000

(2) 300,024 272,459 242,070 237,355 238,143 239,177 240,211 217,480 192,825 185,773 186,001
(3) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

(C) 469,463 395,675 357,841 349,388 346,362 343,495 340,560 313,649 284,809 273,313 267,886
１． 389,069 320,024 285,070 280,355 281,143 282,177 283,211 260,480 235,825 228,773 229,001
(1) 16,353 18,344 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

8,989 9,306 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

7,364 9,038 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
(2) 50,067 29,221 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500

10,965 7,293 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
2,000 4,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

37,102 17,728 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
(3) 322,649 272,459 242,070 237,355 238,143 239,177 240,211 217,480 192,825 185,773 186,001

２． 77,674 74,017 70,477 66,739 62,925 59,024 55,055 50,875 46,690 42,496 38,221
(1) 77,674 74,017 70,477 66,739 62,925 59,024 55,055 50,875 46,690 42,496 38,221
(2)

(D) 466,743 394,041 355,547 347,094 344,068 341,201 338,266 311,355 282,515 271,269 267,222
(E) 2,720 1,634 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,044 664
(F) 65 97,462 106,325 110,579 112,263 158,663 26,693
(G) 1,336
(H) △ 1,336 65 97,462 106,325 110,579 112,263 158,663 26,693

1,384 1,699 99,756 108,619 112,873 114,557 160,957 28,987 2,294 2,044 664
(I) △ 627,448 △ 625,749 △ 525,993 △ 417,374 △ 304,501 △ 189,944 △ 28,987 2,294 4,338 5,002
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 136,456 112,239 113,464 109,726 105,912 102,011 98,042 93,862 89,677 85,483 81,208

(N)

(O)

(P)

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

令和４年度

営 業 収 益

令和５年度 令和１０年度 令和１１年度令和３年度 令和１２年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和２年度

区　　　　　分
決 算
見 込

１． 121,000 82,300 23,850 23,850 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

74,500 60,500

２．

３． 2,552 2,350

４． 139,162 158,604 234,971 239,531 243,914 247,181 298,455 273,431 254,761 259,711 263,883

５．

６． 24,750 15,000 26,500 26,500 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

７．

８．

９．

(A) 287,464 258,254 285,321 289,881 289,514 292,781 344,055 319,031 300,361 305,311 309,483

(B)

(C) 287,464 258,254 285,321 289,881 289,514 292,781 344,055 319,031 300,361 305,311 309,483

１． 76,927 44,341 62,430 62,430 57,430 57,430 57,430 57,430 57,430 57,430 57,430

7,539 7,720 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

２． 211,917 215,543 225,181 229,741 234,374 237,641 288,915 263,891 245,221 249,921 252,713

３．

４．

５． 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(D) 288,848 259,888 287,615 292,175 291,808 295,075 346,349 321,325 302,655 307,355 310,147

(E) 1,384 1,634 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,044 664

１． 25,650 27,034 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 24,913 22,869 22,205

２．

３．

４． 1,557 173

(F) 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 27,207 24,913 22,869 22,205

(G)

(H) 4,485,967 4,348,693 4,146,532 3,939,812 3,726,208 3,509,337 3,241,192 2,998,071 2,773,620 2,544,469 2,312,526

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和２年度

区　　　　　分
決 算
見 込

169,422 120,199 115,754 112,016 108,202 104,301 100,332 96,152 91,967 87,523 81,868

138,728 111,712 115,067 111,329 107,515 103,614 99,645 95,465 91,280 86,836 81,181

30,694 8,487 687 687 687 687 687 687 687 687 687

141,714 160,954 234,971 239,531 243,914 247,181 298,455 273,431 254,761 259,711 263,883

141,714 160,954 234,971 239,531 243,914 247,181 298,455 273,431 254,761 259,711 263,883

311,136 281,153 350,725 351,547 352,116 351,482 398,787 369,583 346,728 347,234 345,751

計

そ の 他

令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

他 会 計 負 担 金

令和３年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１２年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度


